
 重要事項説明書 

（訪問介護） 

 

１ 事業所の概要                                                                 

 
事 業 所 名 介護支援事業所りんどう大磯 

 

  

 
所 在 地 神奈川県中郡大磯町国府本郷1198 

 

  

 事業者指定番号 神奈川県 1471300176 号  

 併設サービス 指定居宅介護支援事業所、介護予防・日常生活支援総合事業  

 

管理者・連絡先 
吉水 貴久乃  神奈川県中郡大磯町国府本郷1198 

電 話   0463-71-4177  FAX 0463-71-3232 

 

  

  

 

サービス提供地域 二宮町 大磯町 平塚市 秦野市 伊勢原市 

 

  

  

 

２  法人の概要   

 法人の名称 エィチ・ビーアンドシー株式会社  

 
代表者名 代表取締役 脇 靖男 

 

 
所在地 東京都中央区明石町11-15 

 

 

業務の概要 

介護保険関連業務（居宅介護支援、訪問看護、訪問介護、福祉用具貸

与、福祉用具販売、通所介護、住宅改修、認知症対応型共同生活介護、

小規模多機能型居宅介護等）、介護用品販売、衛生材料販売、医療機

器販売、医療機器貸与、健康美容商品製造販売等、有料老人ホーム、 

教育研修事業 

 

 

３  事業の目的及び運営の方針 

良質な環境、良質なケアの提供に基づいた、心豊かな高齢社会の創造を目指すことを基本理念

とし、地域社会から信頼される各種事業の発展に努めます。 

目 的 

エィチ・ビーアンドシー株式会社が開設する介護支援事業所りんど

う大磯（事業所）が行う指定訪問介護事業の適正な運営を確保する

ために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士

又は訪問介護員研修修了者（訪問介護員等）が、要介護状態にある

高齢者に対し、介護保険法令・県条令の趣旨に従い適正な指定訪問

介護を提供することとする。 

方 針 

事業所の訪問介護員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その

有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、

排泄、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行う。 

（2）事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福

祉サービスと綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。 

（3）居宅介護支援事業所の介護支援専門員に対して自事業所のサー

ビスを優先させる目的による不当な働きかけは行わない。 



４ 事業所の職員体制等  

 職  種 従事するｻｰﾋﾞｽ種類、業務 人  員  

 管理者 管理 1 名  

 ｻｰﾋﾞｽ提供責任者 管理、訪問介護 3名  （常勤 3名、非常勤 0名）  

 介護福祉士 訪問介護 9名  （常勤 3名、非常勤  6名）  

 実務者研修修了者 訪問介護 1名  （常勤 0名、非常勤  1名）  

 介護職員初任者研修 訪問介護 0名  （常勤 0名、非常勤  0名）  

 旧）ヘルパー2級 訪問介護 8名   （常勤  0名、非常勤  8名）  

                                                                               

５ 職務内容 

職種 職務内容 

管理者 事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う 

サービス提供責任者 

（1）訪問介護の利用申込み等の調整：利用者からの申込み受付、

利用に係る契約及び契約更新 

（2）利用者の状態の把握：定期訪問、担当の訪問介護員からの状

況把握。把握した利用者の状態等について、居宅介護支援事

業者等に対する情報提供（利用者の服薬状況、口腔機能その

他の利用者の心身の状態及び生活の状況に係る必要な情報提

供） 

（3）居宅介護支援事業者等との連携：サービス担当者会議の参加、

介護支援専門員等への報告、連絡調整 

（4）利用者の状況についての情報伝達：訪問介護員等への援助内

容等の指示 

（5）訪問介護員等の業務の実施状況の把握：訪問介護員等からの

聴き取り、サービス提供記録の確認 

（6）訪問介護員等の業務管理：訪問介護員等の能力、希望を踏ま

えた業務管理 

（7）訪問介護員等への指導：訪問介護員等に対する研修の開催（新

任研修、テーマ別研修）、外部研修への参加 

  訪問介護員等に対する業務指導（介護技術、困難事例へのア

ドバイス等）新任訪問介護員との同行訪問 

（8）訪問介護計画の作成：ケアプランの理解（介護支援専門員と

の調整）、利用者宅への訪問、アセスメント、訪問介護計画

の作成、説明、同意、交付 

訪問介護員 

（1）指定訪問介護の提供に当たる 

（2）サービス提供責任者が行う研修、技術指導等を受けることで

介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービス

提供する 

（3）サービス提供後、利用者の心身の状況等について、サービス

提供責任者に報告を行う 

（4）サービス提供責任者から、利用者の状況についての情報伝達

を受ける 



６ サービス提供時間  

  ○事業所営業時間                                                                    

      区 分       平 日 土曜日 日曜日・祝日  

      

    営業時間   9：00～18：00     9：00～18：00 お休み  

      

    事業所の営業日は、月曜日から土曜日までとする。 

但し、年末年始（12/31～1/1）を除きます。 

  ○サービス提供日は日曜から土曜日まで年中無休とし、提供時間は6：00～22：00とする。 

  

７ 所要時間 

（1） 実際に行なわれた指定訪問介護の時間ではなく、訪問介護計画において位置付けられて内

容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間とする。  

（2） ケアプランに準じた訪問介護計画書の標準時間量と実際の提供時間が著しく乖離している

場合、サービス提供責任者は、提供時間を記録するとともに、介護支援専門員へ連絡をし、

訪問介護計画書の見直しを行う。 

 

８ サービス内容 

  ○提供するサービスの内容についての要件は次の通りとする 

(1)身体介護 ①利用者の身体に直接接触して行う介助サービス 

②利用者が日常生活を営むのに必要な自立支援・機能向上等のための介助 

③その他専門的知識・技術をもって行う利用者の日常生活上・社会生活上の

ためのサービス 

(2)生活援助 ①直接利用者本人の援助に該当すること 

 利用者に対する援助であり、家族の利便に供する行為又は家族が行うこと

が適正であると判断される行為は対象外とする 

 利用者の安全確認を行いながら行うものであり、利用者が不在のままサー

ビス提供は行うことはできない 

②日常生活の援助に該当すること 

 日常的に行われる家事の範囲を超える行為は行うことはできない 

 訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支障が生じないと判断され

る行為は行うことはできない 

③商品の販売や農作業等の生業の援助的な行為は行うことはできない 

 

９  利用者負担金 ＊詳細は別添料金表 

   利用者負担金は、次の4種類です。詳細については別途説明致します。        

    ① 介護報酬に係る利用者負担金（費用全体の１割 又は２割、３割）  

     ② 通常のサービス提供の範囲を超える保険外の費用（利用者負担10割） 

     ③ 運営基準（厚生省令）で定められた「その他の費用」（実費） 

   ④ 買物代行等のサービスを実施するために必要な交通費（実費） 

        自動車を使用した場合の交通費は、１キロメートル２５円（バイクを使用した場合は 

     15円）で徴収する。 



１０ サービス利用の中止                                                           

 (1) 利用者がサービスの利用の中止をする際には、すみやかに所定の連絡先までご連絡ください。

     連絡先（電話）： 0463 － 71 － 4177     

   (2) 利用者の都合でサービスを中止にする場合には、できるだけ速やかにご連絡ください。 

ヘルパー到着後のキャンセルは、次のキャンセル料を申し受けることになりますので、 

ご了承ください。（ただし、利用者の体調の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は、

キャンセル料は不要です）。 

 (3) キャンセル料は、利用者負担金の支払いに合わせてお支払いいただきます。              

          時    間       要 介 護 要 支 援 

 ヘルパー到着前 無料 無料 

 ヘルパー到着後 利用者負担金の100％ 無料 

 

１１ 虐待の防止のための措置に関する事項 

  事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発防止等のために、次に掲げるとお

り必要な措置を講じます。 

（1） 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的（６ケ月に１回）に開催するとともに、

その結果について従業者に周知徹底を図ります。 

（2） 虐待防止のための指針の整備を行います。 

（3） 従業者に対して、虐待防止を啓発・普及するための定期的な研修を実施する。 

（4） 虐待の防止のための措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

（5） サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人

等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村・

関係機関に通報します。 

 

１２ ハラスメント対策の強化 

  事業所は、適切なサービス提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は 

  優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者   

  の職業環境が害されることを防止する為の方針の明確化等の必要な措置を講ずる。（なお、職場 

  におけるハラスメントには、利用者等からのハラスメントも含まれるとされることに留意しな 

  ければならない） 

 

１３ 秘密の保持について 

  当事業所は、利用者にサービスを提供するうえで知り得た情報は、契約期間中はもとより、 

  契約終了後においても、決して第三者に漏らすことはありません。  

  また、利用者やそのご家族に関する個人情報が含まれる記録物に関しては、注意をもって 

管理を行い、処分の際には漏洩の防止に努めます。 

  ただし、当事業所がサービスを提供する際に利用者やご家族に関して、知り得た情報につ 

  いては、サービス担当者会議などでサービスの利用調整を行う際に必要となります。このた 

  め、その利用には利用者の同意が必要となりますので、別紙の同意書に記名いただくことにな

ります。従業者は、従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とします。 

                                                                                  

１４ 緊急時の対応 

    サービス提供にあたり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合せに基づき、家族、 

  主治医、救急機関等に連絡します。                                                      

 

 



１５ 事故発生時の対応 

  サービス提供により事故が発生した場合は、速やかに当該利用者の家族、介護支援専門員又は

地域包括支援センター及び市町村に連絡を行うととともに、必要な措置を講じます。また、賠

償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 

１６ 衛生管理及び訪問介護員等の健康管理等 

当事業所は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに事業所の設備

及び備品等の衛生的な管理に務めます。 

（1） 事業所は、訪問介護員等に対し感染症等に関する基礎知識の習得に努めるとともに

年一回以上の健康診断を受診させるものとします。 

 

１７ 感染症の予防及びまん延の防止のための措置 

事業所は、当事業所において感染症が発症し、まん延しないように措置を講じます。 

（1） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を 

定期的（６ケ月に１回）に開催するとともに、その結果について訪問介護員等に周

知徹底を行います。 

（2） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に

実施します。 

（3） 事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（4） 上記措置を適切に実施するための担当者を置く。 

 

１８ 身体拘束 

  事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合

  を除き身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為を行いません。 

  やむを得ず身体的行為を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の身体の状況 

  緊急やむを得ない理由を記録いたします。また、身体的行為をやむを得ず行う場合には 

  事前に家族等・管理者・関係事業者等と情報提供を行います。 

 

１９ 業務継続計画の策定等 

  事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対しサービス提供を継続的に 

実施するための非常時体制で早期の業務再開を図れる計画「業務継続計画」を策定し、 

必要な措置を講じます。 

（１） 事業所は、訪問介護員等に対し、業務継続計画について周知するとともに必要な研

修及び訓練を定期的に実施します。 

（２） 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じ、「業務継続計画」の

変更を行います。 

 

２０ 相談窓口、苦情処理について  

    当事業所は、利用者からの相談、苦情等に対する窓口を設置し、提供したサービス等に関する

利用者の要望、苦情等に対し、迅速に対応します。  

    相談窓口（苦情、ハラスメント等） 

  ○ サービスに関する相談や苦情、ハラスメント等については、次の窓口にご連絡願います。      

 当社お客様相談コーナー 電話番号 0463-71-4177  

  fax番号  0463-71-3232  

  相談員（責任者） 吉水 貴久乃  

  対応時間 9：00 ～ 18：00  



 

○ 公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。    

 市町村介護保険相談窓口 電話番号         

  大磯町   （福祉課） 0463-61-4100 

  秦野市   （高齢介護課） 0463-82-9616  

  伊勢原市 （介護高齢課） 0463-94-4722  

  二宮町   （高齢介護課 ） 0463-71-5348  

  平塚市   （介護保険課） 0463-21-8790  

  

TEL：０４５－３２９－３４４７ 

受付時間/午前8時30分～午後5時15分 

（土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く） 

 

 神奈川県国民健康保険団体連合会  

 （介護保険課介護苦情相談係）  

   

 

                                                                                         

２１ その他運営についての留意事項 

（１） 研修の確保 

     事業所は、訪問介護員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設け、業務体制

を整備します。 

   〇新人研修 採用後2か月以内 

   〇継続研修 月１回  

（２） 記録の整備 

訪問介護の提供に関する記録を整備し、その完結から５年間保存します。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【 説明確認欄 】  

              

 西暦    年  月  日 

 

              

  サービス契約の締結に当たり、上記により重要事項について文書を交付し、説明しました。 

 

                       （事業者）   エィチ・ビーアンドシー株式会社 

             （事業所）  介護支援事業所りんどう大磯 

 

                                  説明者              

 

  私は重要事項について説明を受け、内容に同意し、交付を受けました。 

 また、この文章が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

 

                         （利用者）   氏 名            

 

                          代理人又は立会人 

                                     氏 名              （続柄   ）  


